
国民年金法（昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号） 《抜粋》 

（最終改正：平成二十九年六月二日法律第四十五号） 

 

（訂正の請求） 

第十四条の二  被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自

己に係る特定国民年金原簿記録（被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保

険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項におい

て同じ。）が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が

記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労

働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。 

２ 前項の規定は、被保険者又は被保険者であつた者が死亡した場合において、次の

表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とある

のは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

第十九条の規定により未支給の年金の

支給を請求することができる者 

死亡した年金給付の受給権者 

遺族基礎年金を受けることができる配

偶者又は子 

死亡した被保険者又は被保険者であつ

た者 

寡婦年金を受けることができる妻 死亡した夫 

死亡一時金を受けることができる遺族 死亡した被保険者又は被保険者であつ

た者 

 

（訂正に関する方針） 

第十四条の三  厚生労働大臣は、前条第一項（同条第二項において準用する場合を

含む。）の規定による請求（次条において「訂正請求」という。）に係る国民年金原

簿の訂正に関する方針を定めなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

社会保障審議会に諮問しなければならない。 

 

（訂正請求に対する措置） 

第十四条の四  厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正

請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民

年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 

３ 厚生労働大臣は、前二項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、

社会保障審議会に諮問しなければならない。 

 

 



（不服申立て） 

第百一条  被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分（共済組合等が行つた

障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。）又は保険料その他こ

の法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対し

て審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求

をすることができる。ただし、第十四条の四第一項又は第二項の規定による決定に

ついては、この限りでない。 

２～７ （略） 

 

（資料の提供等） 

第百八条  厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認める

ときは、被保険者若しくは被保険者であつた者（以下この項において「被保険者等」

という。）、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険

者若しくは被保険者であつた者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済

組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは組合員であつた者、

私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは加

入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者

であつた者の氏名及び住所、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規

定する個人番号をいう。次項において同じ。）、資格の取得及び喪失の年月日、保険

料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき、官公署、第百九条第二項に規定す

る国民年金事務組合、国民年金基金、国民年金基金連合会、独立行政法人農業者年

金基金、共済組合等、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な書類の

閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険

者等の配偶者若しくは世帯主その他の関係人に報告を求めることができる。 

２・３ （略） 

 

（機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任） 

第百九条の四  次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務（第三条第二項の規定に

より共済組合等が行うこととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が

行うこととされたものを除く。）は、機構に行わせるものとする。ただし、第二十

一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十二号及び第

三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 

 一～四 （略） 

 四の二 第十四条の二第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定

による請求の受理 

 五～三十八 （略） 

２～７ （略） 



 

（地方厚生局長等への権限の委任） 

第百九条の九  この法律に規定する厚生労働大臣の権限（第百九条の五第一項及び

第二項並びに第十章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。）は、厚生労働省令（第

十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令）で定めるところによ

り、地方厚生局長に委任することができる。 

２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令（第十四条の

四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令）で定めるところにより、地方

厚生支局長に委任することができる。 

３ 第一項の規定により第十四条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局

長に委任された場合（前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方

厚生支局長に委任された場合を含む。）には、同条第三項中「社会保障審議会」と

あるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。 


